
付
録
三－

Ｂ－

１

特
定
の
車
両
及
び
車
両
の
部
品
に
関
す
る
規
定

第
一
節

供
給
者
に
よ
る
宣
誓

日
本
国
に
お
け
る
供
給
者
は
、
第
八
四
・
〇
七
項
、
第
八
四
・
〇
八
項
及
び
第
八
七
・
〇
一
項
か
ら
第
八
七
・
〇
八
項
ま
で

の
各
項
の
産
品
の
日
本
国
に
お
け
る
生
産
者
に
対
し
当
該
産
品
の
原
産
品
と
し
て
の
資
格
を
決
定
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を

提
供
す
る
場
合
に
は
、
供
給
者
に
よ
る
宣
誓
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節

車
両
及
び
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
の
品
目
別
原
産
地
規
則
に
関
す
る
暫
定
的
な
閾
値

い
き

１

こ
の
節
の
規
定
の
適
用
上
、
「
年
」
と
は
、
一
年
目
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
そ
の
後
の
最
初
の

一
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
い
、
そ
の
後
の
各
年
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
年
の
二
月
一
日
に
開
始
す
る
十
二
箇
月
の
期

間
を
い
う
。

２

第
八
七
・
〇
三
項
の
車
両
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

一
年
目
か
ら
二
年
目
の
末
日
ま
で

三
年
目
か
ら
五
年
目
の
末
日
ま
で

六
年
目
の
初
日
か
ら

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
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Ｗ
）
又
は

又
は

Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

３

か
ら

ま
で
の
表
に
定
め
る
暫
定
的
な
閾
値
は
、
一
方
の
締
約
国
か
ら
他
方
の
締
約
国
に
直
接
輸
出
さ
れ
る
産
品
に
つ

い
き

(a)

(d)

い
て
適
用
す
る
も
の
と
し
、
輸
出
締
約
国
に
お
い
て
完
成
品
で
あ
る
車
両
に
材
料
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
産
品
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

第
八
四
・
〇
七
項
及
び
第
八
四
・
〇
八
項
の
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

(a)

一
年
目
か
ら
二
年
目
の
末
日
ま
で

三
年
目
の
初
日
か
ら

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
七
・
〇
六
項
の
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

(b)

一
年
目
か
ら
四
年
目
の
末
日
ま
で

五
年
目
の
初
日
か
ら

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
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第
八
七
・
〇
七
項
の
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

(c)

一
年
目
か
ら
四
年
目
の
末
日
ま
で

五
年
目
の
初
日
か
ら

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
七
・
〇
八
項
の
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

(d)

一
年
目
か
ら
二
年
目
の
末
日
ま
で

三
年
目
の
初
日
か
ら

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

４

１
か
ら
３
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
協
定
が
二
千
二
十
一
年
一
月
一
日
後
の
い
ず
れ
か
の
日
に
効
力
を
生
ず
る

場
合
に
は
、
両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
が
二
千
二
十
一
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
も
の
と
し
て
当
該
い
ず
れ
か
の
日
か
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ら
こ
の
節
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
三
節

特
定
の
部
品
に
関
連
す
る
生
産
工
程
が
行
わ
れ
た
特
定
の
自
動
車
に
つ
い
て
の
品
目
別
原
産
地
規
則
の
適

用

１

第
八
七
〇
三
・
二
一
号
か
ら
第
八
七
〇
三
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
自
動
車
に
適
用
さ
れ
る
附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定

め
る
品
目
別
原
産
地
規
則
の
要
件
を
満
た
す
に
当
た
り
、
当
該
自
動
車
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
次
の
表

欄
に
掲
げ

(i)

る
材
料
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
締
約
国
の
原
産
材
料
と
み
な
す
。

当
該
材
料
に
適
用
さ
れ
る
附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
品
目
別
原
産
地
規
則
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

(a)

次
の
表

欄
に
定
め
る
生
産
工
程
（
当
該
材
料
に
関
連
す
る
も
の
）
が
当
該
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
。

(b)

(ii)

表

欄

欄

(i)

(ii)

二
千
十
七
年
に
改
正
さ
れ
た

統
一
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
分
類

（
特
定
の
品
名
の
記
載
を
含
む
。
）
（
注
）

注

こ
の

欄
に
お
い
て
材
料
に
つ
い
て

(i)

の
特
定
の
品
名
の
記
載
を
含
む
場
合
に

関
連
す
る
生
産
工
程
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は
、

欄
に
定
め
る
関
連
す
る
生
産
工

(ii)

程
は
、
当
該
材
料
に
つ
い
て
の
み
適
用

す
る
。

七
〇
〇
七
・
一
一

非
原
産
材
料
の
焼
戻
し
。
た
だ
し
、
第
七
〇
・
〇
七
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
し
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。

七
〇
〇
七
・
二
一

非
原
産
材
料
の
焼
戻
し
又
は
積
層
。
た
だ
し
、
第
七
〇
・
〇
七
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
し
な
い
こ
と

を
条
件
と
す
る
。

八
七
〇
七
・
一
〇

第
八
七
〇
三
・
二
一
号
か
ら
第
八
七
〇

第
七
二
・
〇
七
項
、
第
七
二
・
一
八
項
及
び
第
七
二
・
二
四
項
の
非
原
産
で
あ
る
鉄
鋼
製
の
半
製
品
の

三
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
自
動
車
用
の

産
品
か
ら
の
生
産
（
注
）

鉄
鋼
製
ホ
ワ
イ
ト
ボ
デ
ィ
（
注
）

注

関
連
す
る
生
産
工
程
の
基
準
を
適
用
す
る
た
め
、

注

こ
の
節
の
規
定
の
適
用
上
、
「
ホ

次
に
掲
げ
る
ホ
ワ
イ
ト
ボ
デ
ィ
の
部
品
は
、
当
該
ホ
ワ
イ
ト
ボ
デ
ィ
の
一
部
を
構
成
す
る
場
合

(a)

ワ
イ
ト
ボ
デ
ィ
」
と
は
、
金
属
部
品

に
は
、
鉄
鋼
製
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
溶
接
さ
れ
た
塗
装
前
の
車
体
を
い

Ａ
ピ
ラ
ー
、
Ｂ
ピ
ラ
ー
及
び
Ｃ
ピ
ラ
ー
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
品

い
、
フ
レ
ー
ム
及
び
車
体
部
品
の
組

サ
イ
ド
メ
ン
バ
ー
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

立
て
を
含
み
、
次
の
も
の
の
枠
組
構

ク
ロ
ス
メ
ン
バ
ー
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

造
の
中
の
組
立
て
を
除
く
。

フ
ロ
ア
サ
イ
ド
レ
ー
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

エ
ン
ジ
ン

サ
イ
ド
パ
ネ
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

シ
ャ
シ
の
部
分
組
立
品
及
び
ト

ル
ー
フ
サ
イ
ド
レ
ー
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

リ
ム
（
ガ
ラ
ス
、
腰
掛
け
、
椅
子

ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
サ
ポ
ー
ト
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

張
り
用
品
、
電
子
部
品
等
）

ル
ー
フ
サ
ポ
ー
ト
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

可
動
部
品
（
ド
ア
、
ト
ラ
ン

リ
ア
ウ
ォ
ー
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

ク
、
ボ
ン
ネ
ッ
ト
及
び
フ
ェ
ン

フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

ダ
ー
）

バ
ン
パ
ー
ビ
ー
ム
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品
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フ
ロ
ア
パ
ン
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

部
品
又
は
部
品
の
組
合
せ
は
、
そ
の
名
称
に
か
か
わ
ら
ず
、

に
掲
げ
る
部
品
と
同
一
の
機
能

(b)

(a)

を
果
た
す
場
合
に
は
、
同
様
に
鉄
鋼
製
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
七
〇
八
・
一
〇

バ
ン
パ
ー
（
そ
の
部
分
品
を
除
く
。
）

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
全
て
の
非
原
産
で
あ
る
ポ
リ
マ
ー
製
品
及
び
フ
ラ
ッ
ト
ロ
ー
ル
製
品
が
鋳

造
さ
れ
、
又
は
プ
レ
ス
加
工
さ
れ
る
こ
と
。

八
七
〇
八
・
二
九

車
体
用
プ
レ
ス
部
品
（
そ
の
部
分
品
を
除

全
て
の
非
原
産
材
料
が
鋳
造
さ
れ
、
又
は
プ
レ
ス
加
工
さ
れ
る
こ
と
。

く
。
）

扉
組
立
て
（
そ
の
部
分
品
を
除
く
。
）

ド
ア
ス
キ
ン
又
は
イ
ン
ソ
ー
ル
パ
ネ
ル
を
製
造
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
全
て
の
非
原
産
材
料
が
鋳
造

さ
れ
、
又
は
プ
レ
ス
加
工
さ
れ
る
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
全
て
の
非
原
産
で
あ
る
ド
ア
の
部
品
が
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
第
八
七
・
〇
八
項
の
非
原
産
材
料
は
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

八
七
〇
八
・
五
〇

駆
動
軸
（
差
動
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限

ド
ラ
イ
ブ
シ
ャ
フ
ト
及
び
デ
ィ
フ
ァ
レ
ン
シ
ャ
ル
ギ
ヤ
が
非
原
産
で
あ
る
金
属
フ
ラ
ッ
ト
ロ
ー
ル
か
ら

る
も
の
と
し
、
伝
動
装
置
の
そ
の
他
の
構

生
産
さ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
八
七
・
〇
八
項
の
非
原
産
材
料
は
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

成
部
品
を
有
す
る
か
有
し
な
い
か
を
問
わ

な
い
。
）

非
駆
動
軸
（
そ
の
部
分
品
を
除
く
。
）

非
駆
動
軸
が
非
原
産
で
あ
る
金
属
フ
ラ
ッ
ト
ロ
ー
ル
か
ら
生
産
さ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
八
七
・
〇

八
項
の
非
原
産
材
料
は
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

１
の
規
定
の
適
用
は
、
第
三
章
第
Ａ
節
及
び
附
属
書
三－

Ａ
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
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第
四
節

前
節
の
規
定
の
実
施
に
つ
い
て
の
見
直
し
及
び
協
議

１

両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
七
年
を
経
過
し
た
後
、
利
用
可
能
な
情
報
に
基
づ
い
て
い
ず
れ
か
の
締

約
国
に
よ
る
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
節
の
規
定
の
実
施
に
つ
い
て
の
見
直
し
を
共
同
で
行
う
。

２

一
方
の
締
約
国
は
、
１
に
規
定
す
る
見
直
し
の
開
始
の
後
、
他
方
の
締
約
国
と
の
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
の
証
拠
（
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
単
に
申
立
て
、
推
測
又
は
希
薄
な
可
能
性
に
基

づ
く
も
の
で
な
い
も
の
）
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

要
請
を
受
け
た
締
約
国
か
ら
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
へ
の
第
八
七
〇
三
・
二
一
号
か
ら
第
八
七
〇
三
・
九
〇
号
ま
で
の

(a)
各
号
の
産
品
の
輸
入
が
、
前
節
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
、
絶
対
量
に
お
い
て
又
は
国
内
生
産
量
に
比
較
し
て
の
相
対
量
に

お
い
て
著
し
く
増
加
し
た
こ
と
。

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
後
、
調
達
態
様
の
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
（
当
該
変
更
が
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
に
お
け
る
直

(b)
接
に
競
合
す
る
産
品
の
国
内
生
産
者
に
対
し
て
競
争
上
の
悪
影
響
を
与
え
た
場
合
に
限
る
。
）
。

３

両
締
約
国
は
、
事
実
が
正
確
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
、
及
び
前
節
の
規
定
の
実
施
に
関
連
す
る
適
当
な
措
置
を
特
定
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
協
議
す
る
。
当
該
措
置
は
、
同
節
の
規
定
の
適
用
を
拡
大
す
る
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
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４

締
約
国
は
、
両
締
約
国
間
で
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
意
見
の
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
十
二
章
の
規
定
に

よ
る
紛
争
解
決
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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